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質

　問
　登
下
校
中
の
児
童
・
生
徒
に
死

傷
者
の
出
る
痛
ま
し
い
交
通
事
故

が
各
地
で
発
生
し
た
が
、
そ
の
後

の
文
部
科
学
省
の
安
全
確
保
の
指 通

園・通
学
路
、児
童
公
園
の

安
全
対
策
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

質

　問
　行
政
改
革
を
進
め
る
国
の
方
針

の
一
環
と
し
て
、
指
定
管
理
者
制

度
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
の

導
入
に
よ
り
、
公
共
施
設
に
お
い

て
も
民
間
の
競
争
原
理
に
よ
る
経

示
に
基
づ
く
、
市
の
通
学
路
の
点

検
・
見
直
し
の
状
況
は
。

　ま
た
、
市
内
の
公
園
の
遊
具
等

は
塩
害
、
雪
害
に
よ
る
損
傷
が
激

し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
安
全
点
検

の
現
状
に
つ
い
て
伺
う
。

教
育
長
答
弁

　登
下
校
に
つ
い
て
、小
中
学
校
に

は
通
学
路
の
危
険
箇
所
等
を
再
確

認
す
る
よ
う
指
示
し
て
お
り
、こ
の

報
告
の
取
り
ま
と
め
の
後
、対
応
し

て
い
き
た
い
。

　市
の
公
園
の
遊
具
等
に
つ
い
て

は
、昨
年
度
、全
地
域
で
点
検
を
行

な
っ
た
。ま
た
、今
年
度
か
ら
２
か

年
で「
公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画
」

を
策
定
す
る
予
定
と
し
て
お
り
、遊

具
の
効
率
的
な
運
用
と
施
設
の
安

全
確
保
に
努
め
て
い
き
た
い
。

質

　問
　最
近
、
環
境
や
健
康
、
経
済
的

な
事
情
な
ど
か
ら
、
日
常
的
に
自

転
車
を
使
用
す
る
人
や
、
サ
イ
ク

リ
ン
グ
に
関
心
を
持
つ
人
が
増
え

て
い
る
。
市
民
の
健
康
、
市
内
の

観
光
に
自
転
車
を
活
用
す
る
自
治

体
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
市
の
考
え
を
伺
う
。

市
長
答
弁

　観
光
面
に
つ
い
て
は
、自
転
車
の

イ
ベ
ン
ト
や
、レ
ン
タ
ル
サ
イ
ク
ル

な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、関
係

団
体
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
さ
ら

に
活
用
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　健
康
増
進
の
面
に
つ
い
て
は
、自

転
車
が
膝
や
腰
に
負
担
の
少
な
い

も
の
で
健
康
づ
く
り
に
も
効
果
的

で
あ
る
こ
と
か
ら
、自
転
車
に
よ
る

健
康
づ
く
り
の
啓
発
を
進
め
て
い

き
た
い
。

費
軽
減
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
が

期
待
さ
れ
て
い
る
中
、
次
の
点
に

つ
い
て
伺
う
。

・
従
来
の
管
理
委
託
制
度
と
の
違
い

・
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た

　市
内
の
施
設
数

・
導
入
後
の
現
状
、
効
果
、
課
題

・
今
後
の
導
入
予
定

市
長
答
弁

　指
定
管
理
者
制
度
は
、多
様
化

す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
効
果
的
・
効
率

的
に
対
応
す
る
た
め
、民
間
事
業

者
が
有
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
広
く
活

用
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
い
て
、住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
行
政
コ
ス
ト
の
縮

減
、施
設
の
活
性
化
を
目
的
に
導

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　管
理
委
託
制
度
と
の
相
違
点
に

つ
い
て
は
、指
定
管
理
者
制
度
で

は
、公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
権

限
を
指
定
管
理
者
に
委
任
で
き
る

こ
と
や
、民
間
事
業
者
を
受
託
者

と
し
て
選
定
で
き
る
点
等
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た

市
の
施
設
数
は
現
在
、52
施
設
で

あ
る
。内
訳
は
、集
会
施
設
な
ど
の

地
域
密
着
型
施
設
が
35
、観
光
型

施
設
が
12
、福
祉
施
設
が
１
、斎
場

な
ど
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
型
施
設
が

４
施
設
と
な
っ
て
い
る
。

　現
状
に
つ
い
て
は
、制
度
導
入
前

の
管
理
受
託
者
が
指
定
管
理
者
に

引
き
続
き
移
行
し
た
事
例
が
大
半

で
あ
る
が
、近
年
は
民
間
事
業
者
に

よ
る
指
定
管
理
者
も
あ
り
、事
業

者
の
有
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し

た
管
理
・
運
営
が
実
施
さ
れ
て
い
る

と
認
識
し
て
い
る
。

　導
入
の
効
果
は
、管
理
委
託
制

度
と
比
較
し
、使
用
許
可
の
手
続

き
や
施
設
の
管
理
・
運
営
等
が
一
元

的
に
行
え
る
点
で
は
効
率
的
と
考

え
て
い
る
。

　課
題
と
し
て
は
、指
定
管
理
者

の
選
定
方
法
や
管
理
委
託
料
の
積

算
に
つ
い
て
、指
定
管
理
者
制
度
の

導
入
の
妥
当
性
を
含
め
た
検
証
等

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　今
後
の
導
入
に
つ
い
て
は
行
政

改
革
実
施
計
画
の
中
で
検
討
し
て

い
く
。

通
園
・
通
学
路
、
児
童
公
園
の

安
全
対
策
に
つ
い
て

自
転
車
利
用
の

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て

・
糸
魚
川
市
の
W
e
b
戦
略
に

　つ
い
て

・
並
行
在
来
線
に
つ
い
て

・
農
業
振
興
に
つ
い
て

《
そ
の
他
質
問
項
目
》

議　員
田中　立一松尾　徹郎

議　員


